
「親子断絶防止法」が親子を引き裂く 

「親子断絶防止法」、３つの誤解 と ３つの狙い 
 

２０１６年末、「親子断絶防止法」という法律案が公表され、その後、この法律への賛否の議論が巻

き起こりました。「問題のある別居親のための法律は必要ない」（週刊金曜日）と子どもに会えない親

への偏見がかき立てられる一方で、子どもと引き離された親の中からも、この法律では会えない親が

増えるのでは、と反対の声が上がりました。あれから一年、まだこの法案の成立がもくろまれている

と言います。この法律に潜む誤解と狙いを解説しちゃいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「親子断絶防止法」のホントの狙い ◆ なぜ問題だらけの法案の立法活動が続くの？ 

１ 引き離し親のワガママを守ります 

例外規定を明文化したことで、会わせたくない親は、（ウ

ソでも）ＤＶを主張し、子どもを引き離して「嫌ならそ

う言いな」と促すだけで、親権取得と引き離しにお墨付

きが得られます。 

２ 引き離しビジネスが繁盛します 

「おそれ」だけで引き離しができ、一方で交流自体は促

されるため、離婚・親権目的の連れ去りを促す弁護士の

離婚ビジネスや、同居親の不安を煽って別居親への監視

を強化する、「交流監視ビジネス」が隆盛を迎えます。 

３ 立法活動のガス抜き 

立法活動を進めてきたグループは、自分で間違いを認め

て途中でやめるだけの勇気がありません。理念を掲げて

一方で正式な引き離しを合法化することで、会わせたく

ない親も、会いたい親にも示しがつき、政治家は成果を

挙げられます。また、共同親権の民法改正の目標を遠く

に設定することで、立法活動に期待を寄せる当事者を政

治活動に継続的に動員することができます。 

 

【断絶法立法は裏切り】修正が、「会わせたくない」側の意向を受けてのものである以上、会えない親たちの

意向を切り捨てて練られた法案を再修正することは無理筋です。今すべきは実子誘拐を違法化し、民法を変え子

育ての機会均等を明記することです。私的感情（ワガママ）で引き離す親を親権者にするのが間違いなのに、問

題点がわかっていながら「やめられないから」なんてメンツだけで継続する立法活動は、会えない親たちへの裏

切りです。何一つ「会えない原因」が除去されない引き離し法案は、白紙撤回しかありません。（2017.12.10） 

誤解１ 「親子断絶防止法」ができ

れば会えない親子はいなくなる 

法案では、児童虐待やＤＶの場合

に、会せると子どもの最善の利益に

反する「おそれ」を生じさせる事情

がある場合には、「交流を行わない

こと」を含めて特別の配慮をしなけ

ればならなくなります（法案９条）。

親子関係を規定した法律にこれま

で「親子断絶」が明記されたことは

ありませんでした。「おそれ」を誰

がどのように解釈するのかの規定

もありません。 

行政窓口や学校が別居親を追い

払うことに根拠規定を与え、裁判で

は「おそれ」を主張した親に裁判所

が「特別の配慮」をし、「問題のあ

る別居親」のあぶり出しが始まりま

す。行政職員や裁判官の偏見、親の

主張だけで事実確認もないまま「正

式な引き離し」ができるようになり

ます。「冤罪」も増えます。 

誤解２ 子どもの意見が 

尊重される 

手続きを保障するだけではなく、

両親との関係を維持することにつ

いて年齢・発達に応じて子の意思を

考慮することが義務付けられます

（法案２条２項）。親が別居してい

る場合、これは子どもにどちらかの

親を選ばせる残酷な行為です。引き

離された子どもは、いっしょにいる

親の手前、もう一方の親に「会いた

い」とは言えません。しかし「会い

たくない」と言えば、自分の発言を

根拠に親と一生会えなくなること

にもなります。 

子どもの意見表明権は、子どもが

自由に自分の欲求を表明できる環

境を確保する大人の側の義務です。

親がすべき判断を子どもに負わせ

ることは虐待です。 

誤解３ 立法は会えない親たちの

悲願・共同親権への足がかり 

左の各点を立法活動を進める「親

子断絶防止法全国連絡会」に質問し

ましたが、答えがありませんでし

た。 

法案の策定は密室で進められ、ｋ

ネットは初期段階で全国連絡会か

ら離脱し、「正式な引き離し」の明

記された法案を見て反対を表明し

ました。「親子断絶防止法全国連絡

会」や議員連盟は立法そのものが目

的化し、子どもに会えなくて困って

いる親たちを見捨てたのです。 

すでに３年を空費した立法活動。

この法案で実現するのは、連れ去り

の合法化と単独親権の強化です。 

共同親権運動ネットワーク 

子どもと離れて暮らす親たちの団体です 

ＴＥＬ０２６５－３９－２０６７ 

メール contact@kyodosinken.com 


